
 
 

  

                             

       

        

                                      

                                              

                                              

                                              

新聞都教組（号外）  2025年 10月 22日（水） 

全教職員配布 

職場討議資料 

10 月 17 日、東京都人事委員会は、都議会議長及び都
知事に対して、都職員の給与に関する勧告と人事制度等に
ついて報告（意見）を行いました。例月給については、「人
材」確保の観点から若年層に重点を置きつつ、職務給にメリ
ハリをつけ全級全号給を引上げ改定、一時金は 0.05 月分
引上げ、期末・勤勉手当に均等配分としました。 

4 年連続での例月給、一時金ともに引上げ勧告となり、初
任層や若年層は大幅に引上げたものの、中高齢層が該当
する号給引上げ幅は 4000 円程度という低額に抑えられ、
物価上昇分に満たない不当な勧告です。 
一時金は 0.05 月分引上げとなりましたが、これまで賃金

抑制を強いられ続けている職員の期待に応えるものではなく 
生活改善にあっては、全ての職員に反映する期末手当で行 
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「
東
京
都
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事
委
員
会
勧
告
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は
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★
都
労
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！
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連
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ッ
カ
ー
を
掲
示
し
職
場
宣
伝
を
！ 

【 勧告・報告のおもなポイント 】 
 

◆ 例月給   ○公民較差（13,580円、3.24％）解消のため、全級全号給を引上げ改定 

（平均改定率 3.4％） 

       ○若年層に重点を置きつつ、人材確保の観点から初任給を大幅引上げ 

        初任給引上げ Ⅰ類B 16,500円（大卒）Ⅱ類14,100円（短大卒）Ⅲ類12,300円（高卒） 

◆ 一時金     ○0.05月分引上げ  年間 4.85月 ⇒ 4.90月 

（再任用職員は 0.05月引上げ  年間 2.55月 ⇒ 2.60月） 

引上げ分は期末・勤勉手当に均等配分 

◆ 住居手当  新規学卒者を主な対象として、27歳までの職員に対する支給額を30,000円に引上げ 

◆ 教員給与の見直し 法改正が行われたことを踏まえ、都として教員給与について適切な対応を行う必要がある 

（教職調整額の引上げ、学校教育法改正による新たな職への対応、義務教育等教員特別手当の見直し等） 

◆ 今後の課題 ○能力・業績を反映した給与制度の更なる進展 

○国の新たな人事制度検討への対応 

○定年の段階的引上げを見据えた給与制度の検討 

◆ 人事制度及び勤務環境等に関する報告（意見）から 
（長時間労働の是正）「教員については 本年６月に、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置法が改正され、教職調整額の見直し等が行われるとともに、教員の時間外在校等時間を令和 11年までに月平

均 30時間程度まで削減することが政府目標として附則に明記され、学校の働き方改革が一層進められることになっ

た。東京都教育委員会においては、今まで以上に実効性の高い対策を講じて、計画的に教員の長時間労働の改

善を進めていくことを期待する」 

うべきです。また、再任用職員の一時金は、引上げ分
は定年前職員と同月数ですが、定年前職員の約半分
という水準のままであることは容認できません。 
今後の課題として、能力・業績を給与へ一層反映さ

せる観点から、管理職手当の加算など、一層の職務
給の進展を図ろうとし、都側がすすめる能力・業績主
義強化に加担する立場を打ち出しています。 
都労連・都教組は人事委員会に対し、要請署名

24,993筆（うち都教組 4,818筆）を提出して要請を重
ねてきました。署名へのご協力、ありがとうございまし
た。その力で一定要求への反映はあったものの、職員
の願いを裏切る不当勧告と言わざるを得ません。これ
からのたたかいへの総力結集を呼びかけます。 
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教職員の賃金・労働条件の改善は、子どもたちの教育条件に直結する重要な課題です。教職員の願いを要求にして、

その実現にとりくむ東京都教職員組合。「数は大きな力」、あなたの加入がそのとりくみの大きな力になります。 
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